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今
回
お
届
け
す
る
納
税
通
知
書
の
税
額
は
、
次
頁
の
税
率
に
よ

り
計
算
し
ま
し
た
本
算
定
年
税
額
か
ら
１
期
（
４
月
）・
２
期
（
５

月
）
の
仮
算
定
税
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、
次
の
８
期
（
回
）
に

割
り
振
っ
て
お
り
ま
す
。

３
期
（
８
月
）

４
期
（
９
月
）

５
期
（
10
月
）

６
期
（
11
月
）

７
期
（
12
月
）

８
期
（
20
年
１
月
）

９
期
（
20
年
２
月
）

10
期
（
20
年
３
月
）

こ
の
年
税
額
の
具
体
的
な
計
算
例
は
、
次
頁
の
と
お
り
で
す
。

2

　

国
民
健
康
保
険
は
、

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
が

病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
と

き
、
安
心
し
て
医
療
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る

制
度
で
す
。
平
成
19
年

５
月
末
で
、
市
内
で

１
万
９
５
６
３
世
帯
、

３
万
７
２
１
９
人
の
方

が
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
ま
す
。

　

８
月
は
国
民
健
康
保

険
税
の
本
算
定
の
月
で

す
。
８
月
中
旬
に
世
帯

主
（
納
税
義
務
者
）
の

方
に
保
険
税
納
税
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。
納

期
内
納
付
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

　

わ
が
国
で
は
、
す
べ
て
の

人
が
何
ら
か
の
医
療
保
険
に

加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
職
場
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
な
ど
を
除

く
す
べ
て
の
人
が
加
入
す
る

の
が
、
国
民
健
康
保
険
で
す
。

皆
さ
ん
が
納
め
て
い
た
だ
く

保
険
税
と
国
な
ど
か
ら
の

補
助
金
を
財
源
に
し
て
、
医

療
費
・
出
産
育
児
一
時
金
な

ど
の
保
険
給
付
や
簡
易
人
間

ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
な
ど
の

保
健
事
業
を
行
い
、
皆
さ
ん

の
健
康
を
支
え
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
急
速
な
高
齢
化
や

生
活
習
慣
病
の
増
加
、
高
度

医
療
技
術
の
進
歩
な
ど
に
よ

り
医
療
費
は
年
々
増
加
傾
向

に
あ
り
、
平
成
17
年
度
か
ら

保
険
税
率
を
下
げ
運
営
し
て

き
ま
し
た
が
、
本
年
度
か
ら

税
率
の
引
き
上
げ
を
行
い
ま

し
た
。

　

市
で
は
今
以
上
に
効
率
的

な
運
営
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
皆
さ
ん
も
健
康
に

心
が
け
、
医
療
費
を
有
効
に

使
わ
れ
ま
す
よ
う
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

その他の収入
　4億6,095万円（5.2％）

共同事業交付金
　5億3,425万円（6.0％）

繰入金
　9億3,939万円
　　　　（10.6％）

国庫支出金
  25億
　8,061万円
　　　　 （29.1％）

歳　入
 88億
　6,488万円 

療養給付費交付金
　20億4,700万円
　　　　　（23.1％） 国民健康保険税

　23億268万円
　　　（26.0％）

その他の支出
　3,175万円（0.4％）

総務費
　1億7,323万円（2.0％）

共同事業拠出金
　4億9,906万円（5.8％）

保険給付費
　58億8,009万円
　　　　 （68.1％）

歳　出
 86億
2,753万円 

介護納付金
　5億2,351万円
　　　　　（6.1％）

老人保健拠出金
　15億1,989万円
　　　　 （17.6％）

伊
賀
市

国
民健康保険

平
成
18
年
度

　

決
算
見
込
み

国
保
の
し
く
み

被保険者
（国保の加入者）

保険医
（医療機関）

保険者
（伊賀市）

国保連合会
（請求書の審査
・支払い機関）

一部負担金を支払う

診療を行う

国保連合会を通じ
て医療費を支払う

審査結果を
報告する

保険税を
納める

保険証を
交付する

医療費の
支払を行う

医療費の
請求を行う

本
算
定
の
納
税
通
知
書
を

　
　
　
　

お
届
け
し
ま
す

国　

保

国保って、お互い
に 助 け 合 う 制 度
だったんだ。
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保
険
税
は
、
被
保
険
者
に
な
っ
た
月
か
ら

納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
被
保

険
者
に
な
っ
た
月
と
は
、
市
で
届
出
を
し
た

と
き
で
な
く
、
他
市
町
村
か
ら
転
入
さ
れ
た

日
、
あ
る
い
は
職
場
の
健
康
保
険
を
脱
退
さ

れ
た
日
な
ど
、
市
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入

の
資
格
が
発
生
し
た
と
き
を
指
し
ま
す
。
届

出
が
遅
れ
ま
す
と
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
な

い
場
合
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
税
は
国
保
資
格
の
発
生
日
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

※
国
民
健
康
保
険
の
届
出
は
必
ず
14
日
以
内

に
！

　

日
ご
ろ
忙
し
い
人
や
、
つ
い
う
っ
か
り
保

険
税
を
納
め
忘
れ
が
ち
な
人
の
た
め
に
、
簡

単
で
便
利
な
口
座
振
替
を
お
す
す
め
し
ま

す
。一
度
手
続
き
を
す
る
と
毎
年
継
続
さ
れ
、

手
間
が
か
か
ら
ず
便
利
で
す
。

手
続
き

①
伊
賀
市
の
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関
で
お

願
い
し
ま
す
。

②
通
帳
・
通
帳
の
届
印
・
保
険
税
の
納
付
書

が
必
要
で
す
。

③
金
融
機
関
に
あ
る
口
座
振
替
依
頼
書
、
ま

た
は
納
付
書
に
添
付
し
て
い
る
口
座
振
替
依

頼
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
金
融
機
関
窓

口
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■介護保険分の税額の計算例
◎１人が介護保険に加入（４０歳以上６５歳未満）
　　　所得割　　　   基礎控除額
世帯主　3,000,000 円　－　330,000 円  ＝　 2,670,000 円
所得割額　2,670,000 円 × 1.5/100　＝　　  40,050 円
資産割額　   60,000 円 ×  3/100　 ＝　　   1,800 円
均等割額　　  7,500 円 × １人　   ＝　　   7,500 円
平等割額　　  4,500 円 × １世帯   ＝　　   4,500 円
介護保険分年税額（100 円未満切捨て）　　 53,800 円
※父は７０歳のため介護保険料は年金からの天引きとな
ります。

■医療保険分の税額の計算例
◎４人が国民健康保険に加入
　　　所得割  　特別控除額 基礎控除額
世帯主 3,000,000 円－　　　　　 330,000 円＝ 2,670,000 円
 妻   450,000 円－　　　　　 330,000 円＝  120,000 円
 父   800,000 円－ 70,000 円－ 330,000 円＝  400,000 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　  計 3,190,000 円
所得割額　3,190,000 円 × 6.7/100　＝ 　　 213,730 円
資産割額　   60,000 円 × 18/100   ＝　　   10,800 円
均等割額　   25,000 円 × ４人　   ＝　　  100,000 円
平等割額　   22,000 円 × １世帯   ＝　　   22,000 円
医療保険分年税額（100 円未満切捨て）　　 346,500 円

【問い合わせ】　本庁健康保険課　☎２２－９６５９

■医療保険分の算定方法　　　 （限度額５３万円）
区　分 課税方法 税率

所得割
前年中の総所得金額から基礎控除
額（33 万円）を差し引いた額に対
して

6.7/100

資産割 その年の固定資産税のうち土地家
屋にかかる部分に対して 18/100

均等割 国保に加入している方１人に対し
て

25,000
円

平等割 １世帯に対して 22,000
円

■介護保険分の算定方法　　　　  （限度額９万円）
区　分 課税方法 税率

所得割
前年中の総所得金額から基礎控除
額（33 万円）を差し引いた額に対
して

1.5/100

資産割 その年の固定資産税のうち土地家
屋にかかる部分に対して 3/100

均等割 国保に加入している方１人に対し
て

7,500
円

平等割 １世帯に対して 4,500
円

保
険
税
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
で

保
険
税
は
被
保
険
者
に

な
っ
た
月
か
ら

国
民
健
康
保
険
の

医
療
保
険
分
と

介
護
保
険
分
の
計
算
例

父（７０歳）
　年金所得８０万円
※特別控除　７万円
　公的年金などの控除の見直し
や老年者控除廃止の影響を受け
る昭和１５年１月１日以前に生
まれた方

世帯主（４５歳）
　営業所得　３００万円
　固定資産税　　６万円

妻（３８歳）
　専従者給与所得
　　　　４５万円

娘（１６歳）
　学生

※上記の加入世帯の国民健康保険税は、医療保険分と介護保険分の合計額
　346,500円＋ 53,800円＝ 400,300円となります。


